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第二期「人間の経済」、発刊に際して 

 

 ゲゼル研究会では会誌、「人間の経済」を刊行してまいりましたが、会員の各地に叢生する地

域通貨の動きへの関与等により、刊行継続の体制がとれず、１年ほど休刊のやむなきに至ってお

りました。しかし社会経済状況の変化や多様化する各地の貨幣改革の展開を見るに、時宜を得た

会員の諸研究を世に問う必要性を痛感しているところです。また各地からの問い合わせ、情報提

供の依頼も多く、会としての系統的な情報の提供、焦眉の課題に関する研究成果の迅速な公開の

必要性も強く感じてきたところです。 

 今般、体勢を立て直し、会誌「人間の経済」再開（第二期創刊）に取り組むこととなりました。

基本的な会誌の性格は第一期と変わるものではありません。理論的な研究から各地の取り組みの

現状、そのナマの声まで、多様なテーマの論考を掲載していきたいと考えております。 

 広く論考を求めておりますので、諸姉諸兄のご支援、ご協力をお願いいたします。 

 

森野榮一 

２００５年３月１日  

 

第二期、「人間の経済」、簡易印刷板、及び www. grs j .org  でのＰＤＦ版提供 

 

不定期刊 

 

投稿資格 特に設けず 

 

投稿 常時受け付け、論考が２本となり次第刊行 

 

投稿論文の著作権は著者に帰属。 

 

連絡先 

〒214-8580 

神奈川県川崎市多摩区東三田２－１－１ 

専修大学経済学部 

泉留維 g esell_ml@grsj.org 

 

入手実費 １ワット＋郵政公社８０円切手２枚 



減価型ＷＡＴの実現

森野 榮一

ＷＡＴ（１）は純粋に相互主義的世界で成り立ちますので、貨幣を発行する特別な権威
は当然存在しません。したがってその貨幣に負荷をかけたり（貨幣保有に課税する）、そ
の貨幣保有、保蔵に恩典を与える増価型（ex.インフレ防御的に貨幣保蔵を督励するインフ
レ調整型）も、ともに、相互的な世界で起こりますので、増価/減価は誰かの誰かに対する
支援、ＷＡＴ価額の移転を意味します。それは、私たちがどのような関係を将来、相手と
作っていきたいと考えているかで、増減価とその仕組みを現時点での契約で選択できるよ
うになることを意味しています。一枚のＷＡＴ券は円環を閉じる（発券者による清算）ま
で独自の循環する時間を作り、発券の時点で二者がその一生の、増減価に係る動作を決め
ることができます（２）。
ＷＡＴにおいて減価型ＷＡＴ券が実現されると、どのような目的で活用されるのでしょ
うか。まず、
○　災害支援や社会貢献への支援枠組みにすぐ使えます。
通常の減価型マネー（課税貨幣）は、公共団体が発行します。公務員の給料や公共事業
などで支出され受領され、流通に入っていきます。１年間の流通期間に、持ち越し税がス
タンプのかたちで、当局に支払われ、これが、償還金の一部に充てられます。
ここには二種の、公共機関と諸個人というプレーヤーがいます。ところが、peers（仲間
たち）が作るひらの関係では、この減価分を収納し、全体のために使う統制役がいません。
これが相互主義の特質です。
その場合、減価分はどのようなメカニズムで成立するのでしょうか。答えは簡単です。
支援枠組みに使われるのです。
発券者は
☆財やサービスか（モノ）
☆　他の通貨か（カネ）
を入手した引換に、ＷＡＴ新発券を発券し、受領する貸付人はこの券を入手します。新
発取引です。これは、次々と決済手段として受領されていきます（通常取引）。
○ 減価型ですから、時の経過のなかで発生する減価は債務高の減少となってあらわれ
ます。
つまり、発券者の債務が
☆　時が経過するごとに減少し
☆　裏書人のチェインが伸びるほどに多数の人間によって負担・支援されるということ
で、減少するわけです。
○　通常、貸付人はこうした債券を代価受領のさいに受け取りたくないかもしれません。
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○　しかし、減価分が支援対象であるとき、望んでそれを受け入れるかもしれません。
後者の可能性が高い局面を私たちは経験しています。
対等な自立した個人のネットワークのなかでの相互支援と減価型マネーが減価型ＷＡＴ
で実現されていきます。つまり、
☆　新発取引なら減価型ＷＡＴの採用で
☆　既発券取引なら増価型既発券の支払いで
私たちは先様をみて、先様は私たちをみて、合意しうるために選択できる各種の手法が
存在していなければなりません（３）。
ところで増価型はどういうときに発券され、成立するのでしょうか。
☆　強い需要が存在する財やサービスを優先的に入手したい
☆　入手には、借入による入手にプレミアムを要求されるカネを入手したい（→ＭＡＡ
Ｓ券がその例）
このいずれかの状況で、財・サービス・貨幣の保有者は増価型の採用を申し出るでしょう。
☆　その場合でも、ＭＡＡＳ券のように、数回のクーポン支払いで終了するような抑制
的なものになるでしょう。
なぜなら、それはＷＡＴが相互的な人の信用構築のなかでしか成立しないからです。同
等者の信用形成というＷＡＴプロセスがその健全性を担保します。
たとえば、増価型ＷＡＴで林業を支援しよう、ということが想像できます。リューベベー
スでみた、山林の増価率を反映した増価型WATを林業家に発券してもらって、それを円
で購入しましょう。家を建てたい人は、リューベＷＡＴを貯めましょう。単に支援したい
人は、なんのソンもなく（増価型ですから）、山に実物ベースで投資できますし、必要なモ
ノの入手に優良な条件で使用できます。山の恵みＷＡＴの登場も期待できるでしょう。Ｗ
ＡＴネットワークが広がれば可能になるかもしれません。

iWATでは、ほどなく増減価型の開発が実現するようですが、リアルＷＡＴでは実現で
きないのでしょうか。実現できます。
○　減価型は、時間の経過にともない額面価額が減価するスケジュールを記載したカレ
ンダー型で、
○　増価型は、ＭＡＡＳ券と同様に一定期日の到来ごとに有効になる、クーポン部分付
きＷＡＴ券で（この部分は小額のためＷＡＴ代用券となる）
ただしこれらは、みな増減部分は、発券者のＷＡＴ債務の増減になりますので、減価型
は発券者への、増価型は発券者からの貸付人及び裏書人への推譲となります。この推譲は、
相互支援の関係を作り出します。
ここで、減価型（推譲型）ＷＡＴ券の実現を考えてみます。
☆　減価型マネーの基本的な仕組みは
通常は、集権型のモデルです。
公的権威が、その信用に基づき貨幣を発行します。この貨幣には持ち越し税が時間の経
過のなかでかかります。この税は、１年経過後、償還される資金の一部に充当されます。
[つまり、あらかじめ資金をもたない当局はこの貨幣を発行することで、事前に支出をなし、
事後に償還することができます]

ここで、納税の仕方はスタンプの貼付によって毎週負担されます。
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スタンプの購入代金は民間から公的機関に入り再び償還時に民間部門に戻ります。
☆　しかし、ＷＡＴは分散型のｐ２ｐモデルです。
そこでは、
発券者は時間の経過のなかで己が債務を軽減されます。この軽減分は、発券者に与信した
貸付人、次いで清算手段としてこれを受け入れた裏書人たちによって負担されていきます。
★　清算取引の段階で減価分が発券人への贈与乃至寄付として実現されます。したがっ
て、時の経過のなかで実現される推譲マネーともいいうるでしょう。
☆　ここではチェインが閉じたときに、裏書人たちによる発券人への減価分の移転が実
現します。
☆　集権型モデルのように、公的機関のような第三者が介在しません。
☆　純粋に相互性の自覚のなかでの贈与が成立します。[一枚のＷＡＴ券は貸付人及び裏
書人から発券人への一方向ですが、関与者たちはその関係に応じて多角的に各種方向への
減価型推譲ＷＡＴを成立させるでしょう]

★　ここで重要なことは、
ゲゼルタイプ [集権型]の減価型にはスタンプ貼付方式がとられることです。
☆　その特質は、スタンプ貼付によって証券はその額面基準価額を回復するということ
です。
しかしもうひとつ方式があります。
初期ゲゼルタイプ [集権型でも分散型でも可]がそれで（４）、これは、通常 calendar money

　（アーサー・ダールベルクの用語）（５）の計表型となります。
その特質は
★　スタンプ貼付によらないので、証券は時の経過のなかで、券面に記載された「減価
率表」に基づき減価する。
★　その時点時点で、同表にある current value（時価）で支払い手段として使用される。
ところにあります。
WAT/iWATは、この calendarタイプの設計になります（６）。
リアルＷＡＴでは、表に、通常ＷＡＴのように、額面が記載されています。例えば１０
ＷＡＴであれば、この額面は基準価額です（パーバリュー）。通常のカレンダーマネーでは
この額面基準価額（パー）がどのような率で自己率（自分で自分を測った時間の経過にお
ける増減価率）を変化させるかの一覧が裏面に記載されます。
☆　リアルＷＡＴの場合は、裏面は（二つ折り式の場合は下段）裏書き欄に使用されま
すので、表面に減価率表を掲げることになります。
そこで、減価率表のタイプに表される減価の諸方式を説明しておかなければなりません。
一　完全消滅貨幣型ＷＡＴ
完全消滅貨幣型で、バリューパーに対して一定割合を達成した時点で減価が停止するの
でなく、永遠に減価後価額がゼロになるまで減価し続ける発券者に対する社会的な（裏書
人のチェイン全体による）完全支援、永続贈与型のＷＡＴ。
二　一定時減価終了型ＷＡＴ
完全消滅貨幣型ではなく、バリューパーに対して減価が一定割合を達成した時点で減価
が停止するタイプ。
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○ 通常ＷＡＴがゼロ率であるために、貨幣の流動性プレミアムの水準を考慮することな
く、贈与率を相互関係のなかで決定できます。
○ また同じ理由から、超長期の考慮に基づく減価率設定が可能となります。
ここに、国家貨幣にカレンダー型を採用する場合とｐ２ｐのシステムのそれとの性格上
の違いを見ることができます。
（５）Arthur Dahlberg, When capital goes on strike, 1938.

（６）iWATは電子化されていますから、減価率をナノセコンドの単位ですら実施可能
です。そうしてＷＡＴは、かならず二者の間で成立しますから、一方の署名の時に、時は
止まり、もう一方の署名で時はまたうごき始めます、
（７）自己利子率乃至自己率はゲゼルに萌芽しケインズによって明確化された概念です。
ＷＡＴに関する議論ではその初歩の初歩しか使用しません。
（８）ＷＡＴは通常貨幣とことなり、それ自体の貸借による金利負担分の社会的発生や、
保蔵による流通の抑制がありませんので（誰かが保蔵していてもＷＡＴの不足が発生する
ことはありません。新規発券がほぼゼロコストで行われるからです。そのため、相互支援
の枠組みとして長期の展望のなかで機能させることができます。１年間を１区間とするな
ど通常は考えられないマイナス利子現象を生成させることができます。）つまり、減価型Ｗ
ＡＴでは、減価が発生する期間を長期にとれます。通常の金銭貸借では、たとえば、日本
の江戸時代には月利がふつうでした。これは金貸しに、「月おどり」といわれる阿漕な貸し
方を可能にしました。どんな仕組みかと言いますと月の途中に返済しても、その返済期日
の属する月、一ヶ月分の利息をとります。そしてまたいったん返済させて、すぐにまた金
銭貸借を結びますと、その日が属する、一ヶ月分の金利をとるわけです。つまり一ヶ月で
二月分の利息を稼ぐことを、近世に日本人は月が踊ると表したわけです。
今日では日歩で計算することが通例です。しかしこれが、こんにちでは、ＩＴ技術とネッ
トワークの発展で、異形なかたちで機能しています。ディライトマネー（日内貨幣）とい
うものです。金融機関は顧客に（といってもおおむね個人ではない）オーバードラフティ
ング（当座貸し越し）を許しています。これで当座預金額以上の金額を顧客は借り出すこ
とができますが、そのマネーを電子ネットワーク上で投機などに使います。ネット上で貨
幣は超快速に動けますので、その日の終了まえに返済します。すると金利は付かないわけ
です。一日という区間を越していないからです。この day light moneyは全球的にみて、実
に巨額です。そうして、その日に返すといっても地球は回っていますから、当座貸し越し
を地球の各地で順繰りに繰り返して、実質的にただの投機マネーを作り出すことさえでき
るわけです。
ＷＡＴの減価型の場合は、これと反対の思考が働きます。支援は長期の視野のなかで成
立させうるのです。息の長い支援の関係を取り結ぶことができます。
もちろん、増価型の場合は一定の増価する区間を経て、停止させます。でないと、債務
奴隷制への道ということになりますから。また、カネの販売を促すために、短い刻みの区
間を経る毎に増価させる必要も出てきます。
（９）二宮尊徳、『全集』、第一巻、６４０頁。
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シンガポールの「経済構造改革株式（Economic Restructuring Shares）」についてのメモ 

2001 CPF
50 21

New Singapore Shares NSS
7

2002 2007
GDP

NSS 2003

98  99 00 01 02 03 04/1Q 2Q 3Q 

GDP 0.1 5.9 9.9 1.9 2.2 1.1 7.5 12.5 7.5 

0.3 13.9 15.3 11.6 8.4 3.0 10.8 20.8 12.0

12.2 4.4 21.2 11.7 2.8 15.3 18.7 29.1 28.5

0.3 0.4 1.3 1.0 0.4 0.5 1.4 1.9 1.7 

4.4 2.9 2.8 4.4 4.4 4.8 4.5 4.5 3.4 

ST-IX 1,393 2,480 1,927 1,624 1,332 1,765 1,859 1,838 1,958

2001
2003

Goods and Services Tax; GST
NSS

Economic Restructuring Shares ERS

ERS
12 1

ERS 2002 12 1 21
12 31 21

CPF 50
NSS NSS

ERS GST
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90 400

ERS
HDB

2003  400 200
2004  400 200
2005  400 200

 1,200 600

NSS NSS ERS

200 100
ERS

200 2004
2008
ERS NPO

NSS ERS 12 31
ERS 2004 2008

GDP
2004 1,000 6.4

64 79.3 NSS
1,600 10.2 64 61.5

4.1 1.1 NSS 2002 3 1

1,234 8.8 71 208
424 2004 350

20 100

2005 2 10

2001

NSS ERS http://www.nss.gov.sg 




